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県 議 会 報 告

定例会令和５年 ９月

定例会令和５年 ６月

子育て支援について

農業振興について

防災・減災について

A

Q 　新たに園芸に取り組もうとする方が、気軽に相談
できる窓口は非常に重要だと考える。実際に、法人
設立を目指して様々な関係機関を渡り歩いたという
経験を持つ方から、新規参入者が気軽に相談でき
るワンストップ相談窓口が必要だという声をいただ
いた。新潟県園芸振興基本戦略においても、農業
者からの相談対応を強化する旨が記載されている
が、ワンストップ相談窓口の設置状況や相談体制
の現状について伺います。
　県では、園芸振興基本戦略の策定に合わせて、地
域振興局ごとに、JA、市町村などと「推進チーム」を設
置し、どの機関が相談を受けても、チームで情報を共

有し、栽培技術や支援策などをトータルでサポート
できる体制を整備しております。
　こうした体制を農業者にしっかりと周知し、関係機
関と一体となって相談から実践まで、伴走型で支援
してまいります。

６月定例会において、令和５年７月３日(月)に私、森
田こうえいは一般質問に立たせていただきました。冒
頭、私は胎内市の有権者に「市民の声を県政に届け
る」ことを約束し、この県議会という場に立っているこ
と、そしてその声を質問という形で県政に投げ掛ける
ことで約束を果たし、新潟県並びに地元胎内市の発
展のために最善を尽くすことを明言してまいりました。

10月17日(火) 新潟県議会９月定例会が閉会し
107億9100万円の補正予算案が全会一致で可決さ
れました。
このうち
エネルギー価格・物価高騰対策として29億円
地域の渇水対策支援として5,000万円
が充てられることとなりました。

皆さまの声を聞かせてください。
地域の困りごとやご要望が
ございましたら
お気軽にご相談ください。

森田こうえい事務所
℡. 0254-28-8987
〒959-2642 胎内市新和町２-４ アライビル1F

子育て支援
福祉の充実
地域産業の振興

○暮らしを「つなぐ!」

○手に手を「つなぐ!」

○産業を「つなぐ!」

農業支援
防災減災の推進

海岸の環境保全と活用

○農と食・職を「つなぐ!」

○生命財産を「つなぐ!」

○海を「つなぐ!」

一般質問（抜粋）令和５年 ７月３日

A

Q 　子育て支援というと、一般的に子育て世代への
経済的負担の軽減が図られているが、一方で保育
士の処遇改善が必要ではないかという声も聞かれ
る。子育て環境整備は、その最前線で活躍している
保育士なしでは成り立たないと考えているが、その
役割の重要さと比して、保育士の賃金は低い状況
にある。保育士の賃金が他の産業と遜色ない水準
まで向上するよう、ベースアップなどの処遇改善を
国に強く働きかけていくうべきと考えるが、知事の
所見を伺います。
　保育士の賃金は、直近では令和4年２月に月額９千
円の加算が行われるなど、国の措置により一定程度
の改善がみられるものの、議員ご指摘のとおり、依然
として低い状況にあり、給与水準の更なる改善が必要
であると考えております。
　国においては、このたび「こども未来戦略方針」を
策定し、「民間給与動向等を踏まえた保育士等の更な
る処遇改善を検討する」とされたことから、県といたし
ましては、その検討状況を注視するとともに、引き続き、
保育士の給与水準の更なる改善が図られるよう、国に
対し強く働きかけてまいります。

A

Q 　米粉は、原材料に小麦を使わない「グルテンフ
リー」食品であり、健康に寄与すると言われている
ことから、国内需要のみならず、輸出も視野に入
れ、アメリカやヨーロッパなど海外の需要も取り込
む必要があると考えるが、知事の所見を伺います。

　世界のグルテンフリー市場規模は、アメリカやヨー
ロッパを中心に順調に拡大しており、米粉関連商品
の販売市場としても有望であると認識しております。
　県といたしましては、県産米粉の消費拡大に向け、
米粉を使用したグルテンフリーの新商品開発を支援
するとともに、将来的な輸出も視野に入れ、海外バ
イヤーも多数来場する国内最大級の商談展示会へ
の出展や、訪日外国人旅行者などへのPRに積極的
に取り組んで参ります。

A

Q 　令和元年度以降の県営圃場整備事業の新規着
工地区には、園芸作物の２割導入が推進されてい
る。胎内市の中山間地域においても、この園芸２
割の導入に取り組んでいる方々がいる。自分たち
が生まれ育った中山間地域の農業を次世代に受
け継いでもらおうと、これまで米しか作ったことの
ない農家が、不慣れな園芸作物栽培に懸命に挑
戦している。県として号令をかけるだけでなく、栽
培技術に対する助言や販路開拓支援など、農業
所得の向上につながる支援制度を充実させるべ
きと考えるが、知事の見解を伺います。

　地域の気象条件に適した品目の試験栽培、ベテ
ラン園芸農家等から助言を受けられる体制づくり、
コスト低減につながる機械・施設の導入や共同化、
産地による販路拡大の取組に対する支援に取り組ん
でいるところです。
　また、今年度の施策において、圃場整備地区にお
ける園芸導入の優良事例の創出や、販売単価の向
上につながる園芸品目のブランド化の取組などを支
援する事業を創設したところであり、今後とも、現場
の課題やニーズに即して支援制度の充実を図り、農
業所得の向上につなげてまいります。

Q 　胎内市の村松浜では、冬期波浪の影響による海岸
侵食が進行し、早期の対応を望む声が上がっている。
県内の他地域でも海岸侵食が進行しているものと承
知しているが、海岸侵食に対する現状と、今後どのよ
うに対策を進めていくのか知事の所見を伺います。

A 　県内の海岸は、日本海側特有の冬期風浪や台風に
伴う波浪により、一部の海岸を除き侵食傾向となって
おり、また、海岸防護が必要な保全区域延長約360
㎞に対し、離岸堤等の海岸保全施設が未整備となっ
ている延長は約100㎞となっています。
　引き続き、海岸の侵食状況や住宅・公共施設の被
害状況、背後地の資産状況などから優先度を踏まえ
た効果的な海岸整備を進め、県民の財産を守るととも
に、国土の保全に取り組んでまいります。

A

Q 　荒川、胎内川、落堀川の各水系は、昭和42年に
発生した羽越水害後に河川改修工事が実施された
ものの、工事から既に50年以上が経過しており、雑
木が生い茂り、川底には大量の土砂が堆積してい
る。大規模な自然災害に備えるため、公債費負担適
正化計画で定めた実負担上限額という制約がある
中でも、雑木伐採や土砂の浚渫を積極的に進めて
いく必要があると考えるが、知事の所見を伺います。
　気候変動により激甚化・頻発化する豪雨災害に備
え、引き続き、公債費負担適正化計画のもと、国の5
か年加速化対策など有利な財源を最大限活用し、伐
木や河道掘削等の防災・減災対策を積極的に進めて
まいります。

しゅんせつ
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